
春日部市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例 

 

春日部市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１７年条例

第４７号）の一部を次のように改正する。 

(1) 次の表中、改正前の欄の太線で囲まれた部分をそれに対応する改正後の欄の太線で囲

まれた部分に改める。 

改正後 改正前 

別表第２（第１条関係） 別表第２（第１条関係） 

 職名 報酬   職名 報酬  

介護保険推進嘱託

員 

  月額 70,000

円に市

長が別

に定め

る額を

加えて

得た額

生活保護世帯就労

支援員 

 日額 7,700

円

市立病院経営管理

アドバイザー 

 日額 6,700

円

介護保険推進嘱託

員 

 

  

  

月額 

 

70,000

円に市

長が別

に定め

る額を

加えて

得た額

  

附 則 

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 


